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第 1章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景 

近年、人口減少や少子高齢化に伴い「親亡き後」を見据えた早期からの自立の促進や、災害発生など

社会環境が著しく変化している中、災害時の情報伝達や支援など、障がい福祉のニーズも多様化複合化

しています。また、障がい者の権利の実現や人権尊重についての取り組みも求められています。 

こうした状況を踏まえ障がいのある人もない人も誰もが自立して安心して暮らせる地域社会をつくり

あげていく必要があります。 

障がい者をめぐる情勢として、平成 18 年 12 月に国連総会で、「障害者の権利に関する条約」いわゆ

る「障害者権利条約」（略称）が採択され、我国では条約の締結に先立ち、国内法制度改革を進めていく

こととしました。 

国内における障がい者福祉施策は、行政がサービス提供を決定する「措置制度」が長く続いてきまし

たが、平成 15年の「支援費制度」の導入により、障がいのある人が自己決定に基づきサービスが利用で

きるようになり、大きく転換されました。また、平成 18 年には「障害者自立支援法」が施行され、身体障

がい、知的障がい、精神障がい、と障がい種別ごとに異なっていたサービス体系が一元化されました。 

平成 23 年の「障害者基本法」の改正では、法の目的規定に「共生社会の実現」が加えられました。ま

た、平成24年には「障害者虐待防止法」が施行され、平成25年には「障害者自立支援法」を「障害者総

合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等が追加されました。平成 26 年の「障害者差別解消

法」の成立をもって一通りの障がい者制度の充実がなされたことから、国会において障害者権利条約の

締結が承認され、同年、国連において日本の条約批准が承認されました。 

本市においては「えにわ障がい福祉プラン（平成 30 年度～令和２年度）」では「市民誰もが相互に人

格と個性を尊重し支えあう共生社会の実現」を基本理念に掲げ、障がい者の自己決定と自己選択を尊重

し、地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、サービス提供体制の確保の方策等を示してき

ました。 

このたび、本計画の期間が終了となることから、これまでの計画の進捗状況、及び数値目標の達成状

況等を検証し、令和3年度からのえにわ障がい福祉プランを策定します。

第１章 計画の策定にあたって 
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第 1章 計画の策定にあたって 

２．計画の位置づけ 

法令根拠

○ 「障がい者福祉計画」は、障害者基本法第 11 条第３項に定める「市町村における障害者のための

施策に関する基本的な計画（市町村障害者計画）」であり、障がい者施策全体の方向性を定めるも

のです。 

○ 「障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項に定める「障害福祉サービス、相談支援及

び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画（市町村障害福祉計画）」であり、障害福祉サ

ービスをはじめ地域生活に必要なサービス等の見込量を定めるものです。 

○ 「障がい児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づき、「障害児通所支援及び障害

児相談支援の提供体制の確保に関する計画（市町村障害児福祉計画）」としてサービス等の見込量

を定めるものです。

恵
庭
市

第7期恵庭市障がい者福祉計画 

第 6期恵庭市障がい福祉計画 

第 2期障がい児福祉計画 

北
海
道

北海道障がい者基本計画 北海道障がい福祉計画 

国
障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 

障害者基本計画 基本指針 

えにわ障がい福祉プラン 

（令和３年度～令和5年度） 
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第 1章 計画の策定にあたって 

恵庭市高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

えにわ障がい福祉プラン 

○ 計画の名称は「えにわ障がい福祉プラン」としています。

○ 「えにわ障がい福祉プラン」は、「障がい者福祉計画」、「障がい福祉計画」、「障がい児福祉計画」の

３つの計画を一体的に策定し、恵庭市総合計画の分野別個別計画として恵庭市地域福祉計画が

示す理念や目標に合わせて策定します。 

他計画との関係

恵庭市総合計画

えにわっこ☆すこやかプラン 

恵庭市地域福祉計画 

恵
庭
市
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想

恵
庭
市
学
校
教
育
基
本
方
針

恵
庭
市
健
康
づ
く
り
計
画
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第 1章 計画の策定にあたって 

H30年度 R１年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

３．計画の期間 

計画の期間は令和3年度から令和５年度までの３年間とします。 

第5次（R5～R9） 障害者基本計画 第 4次 （H30～R4）

第 7期（R3～R5） 

第 1期 恵庭市障がい児福祉計画 第 2期（R3～R5） 

第 6期（R3～R5） 

第 3期（R6～R8） 

第 7期（R6～R8） 

第 6期 恵庭市障がい者福祉計画 

第 5期 恵庭市障がい福祉計画 

第 8期（R6～R8） 

第 2期 北海道障がい者基本計画 （H25～R4）  

第 5期 北海道障がい福祉計画 第 6期（R3～R5） 

第 3期 （R5～R14） 

国 

道 

恵

庭

市

第7期（R6～R8） 

今回の策定 
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第 1章 計画の策定にあたって 

４．計画推進のために 

計画を推進するためには、市民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会の実現を目指し、

可能な限り身近な場所において日常生活を営むことができる体制づくりが必要です。 

地域生活に必要なサービスの見込量や提供体制に関する計画を着実に推進することにより、基本的理

念の実現が可能となります。事業の推進状況については、障害福祉サービス及び地域生活支援事業等の

実施状況と進捗状況を取りまとめ、恵庭市社会福祉審議会障害者福祉専門部会に報告し、ＰＤＣＡサイク

ル( ※)のプロセスに沿って計画を推進します。

計画（Ｐｌａｎ）

「基本理念」に即し
て成果目標を設定
するとともに、障害
福祉サービスの見
込量の設定やその
確保方策等を定め

ます。

実行（Ｄｏ）

設定した成果目標、
見込量に基づいて、
障害福祉サービス
等の適切な提供を
行います。

評価（Ｃｈｅｃｋ）

毎年、成果目標と障
害福祉サービス等の
実施状況を把握し、
障がい福祉計画の
中間評価として分
析・評価を行います。

改善（Ａｃｔ）

中間評価等の結果
を踏まえ、必要があ
るときは、障がい福
祉プランの見直し
を実施します。

基本理念 
障がい者福祉計画におい

て目指すべき基本理念と

施策体系を明示します。

ＰＤＣＡサイクルのプロセス
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第２章 恵庭市の現状と課題 

68,950 68,974 
69,212 
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3,000
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3,800
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68,000
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70,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

人口 障害者手帳所持者
推計

総人口

（各年度

10月1日）

人口：2019恵庭市人口ビジョンをもとに推計

障害者

手帳所持者

（人）

（人）

１．恵庭市の現状（障がい者の状況） 

１）人口と障害者手帳所持者数の推移 

恵庭市の人口は増加の傾向にあります。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳の所持者の合計数も増加の傾向にあります（図1）。人口の伸び率は平成26年度から令和元年度で

1.5％であるのに対し、障害者手帳所持者数は平成 26 年度で 3,721 名であったのが令和元年度で

は 3,９46 名となっており、その伸び率は 6.0％となっています。また、人口に対する障害者手帳所持

者数の比率は平成 26 年度で 5.4％であったのが令和元年度では 5.6％となっています。今後の推

計は、人口は減少傾向になると思われますが、障害者手帳所持者数はほぼ横ばいに推移すると思われ

ます。 

図１．人口と障害者手帳所持者数の推移 

第２章 恵庭市の現状と課題 
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869 846 844 868 897 872

327 322 328 324 329 318

491 473 473 483 474 467

718 705 702 699 701 682

281 283 292 312 334 337

179 176 174 180 182 187

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

2,865 2,805 2,813 2,866 2,917 2,863

（人）

128 116 108 103 101 101

163 165 165 163 160 159

24 27 28 27 28 23

1,755 1,717 1,717 1,734 1,752 1,703

795 780 795 839 876 877

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部

2,9172,8662,8132,8052,865 2,863

（人）

（１）身体障害者手帳所持者数 

２）障害者手帳所持者数 

身体障害者手帳の所持者数は増減しながら推移しています。等級別では、令和元年度は1級が872

名と最も多く、次いで4級682名、3級 467名の順となっています（図２）。 

障がい種別では、令和元年度は肢体不自由 1,703 名と最も多く、次いで内部障がい 877 名、聴

覚・平衡機能障がい15９名の順となっており、人工透析などの内部障がいが増加する傾向にあります

（図３）。 

図２．身体障害者手帳所持者数（等級別）の推移 

図３．身体障害者手帳所持者数（障がい種別）の推移 
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166 171 172 182 176 190

388 381 406
452 444

515

0

100

200

300

400

500

600

700

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

Ａ判定 Ｂ判定

705

620634
578552554

（人）

42 41 41 44 49 41

178 184
222

246 242
224

82 84

81
96 122

113

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

１級 ２級 ３級

378
413

386
344

309302

（人）

（３）精神障害者保健福祉手帳所持者数 

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は2級及び3級で増加する傾向にあります。等級別では、

令和元年度は 2 級が 224 名と最も多く、次いで 3 級 113 名、1 級 41 名の順となっています

（図５）。 

（２）療育手帳所持者数 

療育手帳の所持者数は Ａ 判定、Ｂ 判定ともに増加する傾向にあります。判定別では、令和元年度は

Ａ判定が515名、Ｂ判定が 1９0名となっています（図４）。 

図４．療育手帳所持者数の推移 

図５．精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
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第２章 恵庭市の現状と課題 

対 象 者 障がい者（18歳以上）：障害者手帳所持者 

障がい児（18 歳未満）：障がい福祉サービス利用者 

対 象 者 数 調査票送付数：1,300 名（国の調査報告の計算式を準用） 

内訳：身体障害者手帳474名、療育手帳318名、 

精神保健福祉手帳285名、障がい児223名 

抽出方法：多段抽出法 

調 査 方 法 郵送配布・回収 

調 査 期 間 令和２年６月９日（火）～令和２年６月 30日（月） 

調査票送付数 回答数 回答率 

1,300人 673人 51.8％ 

２．障がいのある人の意向と課題 

１）障がい者アンケート調査結果 

えにわ障がい福祉プラン（令和 3年度から令和5年度）の策定のために、障がいのある人のニーズ

調査及びサービス見込み量の推計をすることを目的としています。 

■ 調査の目的 

■ 調査の対象者・対象者数・調査方法・調査期間 

■ 回答結果 
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■全体(n=673) 【単数回答】

0 ～9 歳

10～17歳

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

無回答

(%)

8.9 
4.9 

1.2 
9.1 

9.8 
10.3 

10.8 
5.1 

8.2 
8.0 

23.3 
0.4 

0 5 10 15 20 25

■全体(n=177) 【複数回答】

服薬管理

透析

吸入

カテーテル留置

ストマ（人工肛門・人工膀胱）

吸引

胃ろう・腸ろう

気管切開

人工呼吸器（レスピレーター）

中心静脈栄養（ＩＶＨ）

鼻腔経管栄養

その他

無回答

(%)

52.0 
14.1 

5.1 
5.1 
5.1 

4.0 
4.0 

2.3 
1.7 
1.7 

1.1 
25.4 

0.6 

0 10 20 30 40 50 60

（１）回答者の年齢 

年齢については、「75 歳以上」が 23.3％で最も高く、次いで「50～5９ 歳」（10.8％）、「40～4９

歳」（10.3％）となっています（図６）。 

手帳種別にみると、身体障害者手帳では「75 歳以上」（42.1％）、療育手帳では「20～2９ 歳」

（21.5％）、精神障害者保健福祉手帳では「50～5９歳」（24.4％）が各々最も高くなっています。 

（２）受けている医療的ケア 

受けている医療的ケアについては、「服薬管理」が 52.0％で最も高く、次いで「透析」が 14.1％となっ

ています（図７）。 

図６．回答者の年齢 

図７．受けている医療的ケア 
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■全体(n=673) 【複数回答】

経済的な負担の軽減

相談対応等の充実

必要な在宅サービスが適切に利用できること

コミュニケ- ションについての支援

障がい者に適した住居の確保

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること

地域住民等の理解

生活訓練等の充実

その他

無回答

(%)

45.2 
31.5 

30.5 
23.3 

22.6 
21.4 
21.2 

18.1 
4.6 

19.0 

0 10 20 30 40 50

■全体(n=629) 【複数回答】

困った時にどうすればいいのか心配

公共交通機関が少ない（ない）

外出にお金がかかる

道路や駅に階段や段差が多い

列車やバスの乗り降りが困難

発作など突然の身体の変化が心配

周囲の目が気になる

外出先の建物の設備が不便（通路、トイレ、エレベーターなど）

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

介助者が確保できない

その他

無回答

(%)

23.8
17.8
17.8

14.6
14.3

13.2
10.3

9.2
9.1

5.1
8.3

30.7

0 10 20 30 40

（３）希望の暮らしをするために必要な支援 

希望の暮らしをするために必要な支援については、「経済的な負担の軽減」が 45.2％で最も高く、次

いで「相談対応等の充実」（31.5％）、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」（30.5％）となっ

ています（図８）。 

手帳種別にみると、身体障害者手帳では「在宅で医療的ケアなどが適切に得られること」（31.6％）、

療育手帳では「生活訓練等の充実」（33.6％）、精神障害者保健福祉手帳では「経済的な負担の軽減」

（64.4％）が全体に比べ 10ポイント以上高くなっています。 

年齢別にみると、18 歳未満では「コミュニケーションについての支援」（50.5％）、「相談対応等の充

実」（4９.5％）、「経済的な負担の軽減」（47.3％）が上位を占めています。 

（４）外出する時に困ること 

外出する時に困ることについては、「困った時にどうすればいいのか心配」が 23.8％で最も高く、次

いで「公共交通機関が少ない（ない）」「外出にお金がかかる」（各々17.8％）となっています（図９）。 

手帳種別にみると、身体障害者手帳では「道路や駅に階段や段差が多い」（23.5％）、療育手帳では

「困った時にどうすればいいのか心配」（35.6％）、精神障害者保健福祉手帳では「外出にお金がかか

る」（33.8％）が各々最も高くなっています。 

図８．希望の暮らしをするために必要な支援 

図９．外出する時に困ること 

12



第２章 恵庭市の現状と課題 

【単数回答】

全体

(n=91)
12.1 49.5 29.7 8.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すでに職業訓練を受けている 職業訓練を受けたい 職業訓練を受けたくない、受ける必要はない 無回答

（５）今後の就労意向 

今後の就労意向については、「仕事をしたい」が 42.1％、「仕事はしたくない、できない」は 47.2％

となっています（図 10）。 

図 10．今後の就労意向 

【単数回答】

全体

(n=216)
42.1 47.2 10.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

仕事をしたい 仕事はしたくない、できない 無回答

（6）職業訓練の受講意向 

職業訓練の受講意向については、「職業訓練を受けたい」が 4９.5％と約半数を占め、「すでに職業訓

練を受けている」は 12.1％となっています。一方、「職業訓練を受けたくない、受ける必要はない」は

2９.7％となっています（図 11）。 

図 11．職業訓練の受講意向 
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（7）障がいや福祉サービスの情報入手経路 

障がいや福祉サービスの情報入手経路については、「家族や親せき、友人・知人」が 32.4％で最も高

く、次いで「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」（2９.９％）、「サービス事業所の人や施設

職員」（24.7％）、「行政機関の広報誌」（22.7％）となっています（図１2）。 

手帳種別にみると、療育手帳では「サービス事業所の人や施設職員」（37.９％）、精神障害者保健福

祉手帳では「インターネット」（2９.6％）が全体に比べ11ポイント以上高くなっています。 

図 12．障がいや福祉サービスの情報入手経路 

■全体(n=673) 【複数回答】

家族や親せき、友人・知人

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

サービス事業所の人や施設職員

行政機関の広報誌

かかりつけの医師や看護師

インターネット

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

相談支援事業所などの民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

障がい者団体や家族会（団体の機関誌など）

民生委員・児童委員

その他

無回答

(%)

32.4
29.9

24.7
22.7

19.5
18.1

16.6
8.9
8.8

5.2
4.9

0.9
2.8

10.4

0 10 20 30 40
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【単数回答】

全体(n=673) 39.5

身体障害者手帳所有者(n=342) 28.1

療育手帳所有者(n=214) 54.6

精神障害者保健福祉手帳所有者(n=135) 58.6

いずれも所有していない(n=52) 32.7

手

帳
種
別

経

験

率

（
％

）

17.4 

11.7 

25.2 

26.7 

13.5 

22.1 

16.4 

29.4 

31.9 

19.2 

49.0 

61.4 

30.8 

34.8 

53.8 

11.4 

10.5 

14.5 

6.7 

13.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある 少しある ない 無回答

【単数回答】

全体(n=673) 5.2 15.3 64.8 14.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も内容も知っている

名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

無回答

（8）障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことの有無 

障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことの有無については、「ある」が 17.4％、「少しあ

る」は 22.1％、「ない」は 4９.0％となっています。経験率（「ある」と「少しある」を合計した数値）は

3９.5％となっています（図１3）。 

手帳種別にみると、経験率は精神障害者保健福祉手帳では 58.6％、療育手帳では 54.6％、身体障

害者手帳では28.1％となっています。

（9）恵庭市手話言語条例の認知度 

恵庭市手話言語条例の認知度については、「名前も内容も知っている」は 5.2％、「名前を聞いたこと

があるが、内容は知らない」は 15.3％、認知率（「名前も内容も知っている」と「名前を聞いたことがあ

るが、内容は知らない」を合計した数値）は 20.5％となっています（図１4）。 

図 13．障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことの有無 

図 14．恵庭市手話言語条例の認知度 
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第２章 恵庭市の現状と課題 

【単数回答】

全体(n=673)

身体障害者手帳所有者(n=342)

療育手帳所有者(n=214)

精神障害者保健福祉手帳所有者(n=135)

いずれも所有していない(n=52)

手
帳
種
別

32.1 

35.7 

21.0 

47.4 

17.3 

38.3 

37.4 

50.5 

18.5 

59.6 

6.2 

6.4 

5.1 

7.4 

7.7 

23.3 

20.5 

23.4 

26.7 

15.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できる できない わからない 無回答

（10）災害時における自力による避難の可否 

災害時における自力による避難の可否については、「できる」は 32.1％、「できない」は 38.3％、「わ

からない」は23.3％となっています（図 15）。 

手帳種別にみると、「できない」と回答した人はいずれの手帳も所有していない人で 5９.6％、療育手

帳では50.5％、身体障害者手帳では37.4％、精神障害者保健福祉手帳では18.5％となっています。 

図 15．災害時における自力による避難の可否 
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第２章 恵庭市の現状と課題 

対 象 ・ 対 象 数 市内障害福祉サービス等事業所・43事業所 

調 査 方 法 郵送又はメールでの配布・回収 

調 査 期 間 令和２年８月 18日（火）～令和２年８月27日（木） 

対象数 回答数 回収率 

43事業所 22事業所（3９ サービス種別事業所 14法人） 51.2％ 

■ 回答結果 

２）事業所アンケート調査結果 

えにわ障がい福祉プラン（令和 3 年度から令和 5 年度）の策定のために、恵庭市内障害福祉サー

ビス等事業所のサービス提供状況や運営状況、支援体制等を把握することを目的としています。 

■ 調査の目的 

■ 調査の対象・対象数・調査方法・調査期間 

（１）円滑な事業運営のために改善したい課題 

「貴事業所で円滑な事業運営のために改善したい課題はなんですか」の設問に対しては、回答の多い

順から「利用者の確保」10 件（71.4％）、「支援員の確保」10 件（71.4％）、「職員の資質向上」10 件

（71.4％）、次いで「サービスの内容や質の向上」９ 件（64.3％）、次いで「施設設備の改善」8 件

（57.1％）、「報酬単価の低さ」8件（57.1％）となっています（図 16）。 

71.4 

64.3 

71.4 

14.3 

28.6 

71.4 

57.1 

35.7 

21.4 

50.0 

50.0 

57.1 

35.7 

0.0 

0 20 40 60 80

①利用者の確保

②サービスの内容や質の向上

③支援員の確保

④事務職員の確保

⑤労働条件の改善

⑥職員の資質向上

⑦施設・設備の改善

⑧事務作業量増大への対応

⑨事業運営のための情報の入手

⑩市等関係機関との連携

⑪市民、近隣住民の理解

⑫報酬単価の低さ

⑬経営ノウハウの習得

⑭その他

n=14

％

図 16．円滑な事業運営のために改善したい課題 
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第２章 恵庭市の現状と課題 

（２）行政等からの必要な支援について 

「今後の事業運営にあたって、行政等の関係機関のどのような支援が必要でしょうか」の設問に対して

は、回答の多い順から「行政との情報共有」7 件（50.0％）、次いで「財政面での支援」6 件（42.９％）、

「障がい者福祉に対する市民理解を得るための周知、啓発」6件（42.９％）、となっています（図１7）。 

42.9 

35.7 

50.0 

35.7 

42.9 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60

①財政面での支援

②職員の研修、職業訓練等への支援

③行政との情報共有

④事業運営に必要な情報提供

⑤障がい者福祉に対する市民理解を

得るための周知、啓発

⑥その他

n=14

％

（３）障がい者の地域移行に向けて必要な項目 

「障がい者の地域生活への移行に向けて、必要な項目は何だと思いますか」の設問に対しては、回答

の多い順から「地域で生活ができる場の整備」11 件（78.6％）、次いで「日中活動の場の整備」９ 件

（64.3％）、「地域生活の訓練ができる場の整備」９件（64.3％）となっています（図 18）。 

78.6 

64.3 

64.3 

42.9 

42.9 

42.9 

50.0 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

①地域で生活ができる場の整備

②日中活動の場の整備

③地域生活の訓練ができる場の整備

④金銭管理の支援

⑤相談体制(緊急含む)

⑥相談体制(緊急除く)

⑦地域の理解を進めるための啓発活動

⑧その他

n=14

％

図 17．行政等からの必要な支援 

図 18．障がい者の地域移行に向けて必要な項目 
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第２章 恵庭市の現状と課題 

対 象 ・ 対 象 数 市内当事者家族関係団体・８団体 

調 査 方 法 郵送又はメールでの配布・回収 

調 査 期 間 令和２年８月 18日（火）～令和２年８月27日（木） 

対象数 回答数 回収率 

８団体 ６団体 75％ 

３）当事者家族関係団体ヒアリング調査結果 

えにわ障がい福祉プラン（令和 3 年度から令和 5 年度）の策定のために、恵庭市内の当事者家

族関係団体の意見等を把握することを目的としています。 

■ 調査の目的 

■ 調査の対象・対象数・調査方法・調査期間 

■ 回答結果 

■ 調査結果（主な意見等） 

Ⅰ 生活支援 

Ⅱ 保健・医療 

〇施策、制度が展開されてはいるが、本人にとって何が必要なのか、明確になっていないことがある。 

何が出来て、何が苦手なのか、「相談支援」の過程で本人自らが納得できることが必要。 

〇障がいのある子どもとその家族の長期ライフプランの相談窓口（ライフプラン事業）の充実 

〇土曜日にサービスを受けることができないので、できると助かる。 

〇同行援護サービス（事業者）が少ない。 

〇もともとの障がいに対する病院は市外にあるため、市内の病院に行かない。知識、設備の壁があり、

行きにくい。 

〇新型コロナウイルス感染拡大対策（の強化） 

〇発達支援センターに理学療法士、作業療法士などの専門職を置いてほしい。 

〇幼児期からの適切な支援や指導をもっと行ってほしい。 

〇保護者へのアドバイスを行ってほしい。 

〇学校の支援学級にも資格を持った先生を配置してほしい。特に中学校に資格保有者が少ない。 

〇教育相談をもっと行ってほしい。

Ⅲ 障がい児の発達支援と教育 
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第２章 恵庭市の現状と課題 

Ⅳ 差別解消、権利擁護及び虐待防止 

Ⅴ 社会参加 

Ⅶ 生活環境 

Ⅷ 情報アクセシビリティ・意思疎通支援 

〇様々な更新や契約など、本人が手続き出来ないため現在は親が行っている。親が出来なくなった後、 

安心して頼める代理人やもしくは手続きの簡素化を実施してほしい。 

〇幼児のころから障がい者と触れ合う（友がいる）ことが良い影響を与えると思います。 

〇周囲のサポート体制を充実させてほしい。（保護者だけで充実させることは困難です） 

〇障がいを持っていることで参加をあきらめることが多い。受け入れる側や、まわりの理解があれば参

加することを増やしてみたい。 

〇生活の質の向上には、スポーツや文化活動への参加は、意義も効果もあると思います。 

〇肢体不自由であるため、就労の種類が限られる。また施設によっては作業できないこともある。送迎

の有無によっては通えないこともある。情報もなかなか手に入らない。 

〇就労の定着の向上の項目があってもよいと思う。 

〇新しい施設はバリアフリー化されているが、古い施設は行きにくい。（階段、ドア、トイレ、通路、駐車場

など） 

〇要支援者制度の充実を希望します。町内会に頼まなければならないとしても、指導・助言をしてほしい

です。

〇情報通信技術がめまぐるしく進歩・普及し、私たちの暮らしも便利になってきましたが、音情報や音声

中心の社会の中で様々な場面で「壁」を感じています。 

〇テレビ電話や、メールなどを使って問い合わせができるようにしてほしい。 

〇お店などで障がいが理解されず困ることがある。コミュニケーションボードなど指差しで伝えられる

ものがあればいい。 

〇災害時に自身のスマートフォンなどに情報がもらえると安心できる仕組みを整えてほしい。 

Ⅵ 就労支援 
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づき、国が策定する障害者基本計画及び北海道の障がい

者計画を基本として、恵庭市における障がいのある人の状況等を踏まえ、障がいのある人のための施

策について「第7期恵庭市障がい者福祉計画」を策定します。 

１．はじめに 

２．基本理念 

障がいのある人の自立と社会参加の支援等のため、恵庭市が推進する施策の基本理念を定めます。 

３．基本方針 

基本理念の実現に向けて、具体的な計画推進のための３つの基本方針を定めます。 

【基本方針１】 自己決定と自己選択の尊重 

障がいの有無や種別、程度によって生活が制限されることなく、自己決定と自己選択に基づく必要

な支援が受けられる社会づくりを目指します。 

【基本方針２】 総合的障害福祉サービス提供の推進  

必要とされる支援が適切に受けられるよう、相談支援と障害福祉サービスとの連携を強化し、総合

的な障害福祉サービス提供を推進します。 

【基本方針３】 社会参加と共生の推進 

社会参加を制約する社会的障壁の除去を進め、バリアフリー化を推進し情報アクセシビリティの向

上を図ることで、地域全体で支えるシステムの推進に努め、共生社会の実現を推進します。 

市民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会の実現 
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

４．基本目標 

基本理念の実現のため、基本方針にのっとり、今日的な状況や課題を踏まえ、目指すべき４つの基

本目標を設定し施策を推進します。 

利用者ニーズに合わせた相談支援を実施しながら、障害福祉サービ

スの利用促進や日常生活への支援を進めるとともに、障がいや発達に

心配のある子どものその家庭を支援するために、障がい児支援の提供

体制の整備を推進します。 

「すべての国民が基本的な人権を享有する個人として尊重される」

という理念にのっとり、障がいのある人の自己選択と自己決定に基づ

く必要な支援が受けられる社会づくりを推進します。 

地域や各種団体との協力による地域支援体制の充実を図り、スポー

ツや文化活動に気軽に参加できる機会の拡充に努め、就労をはじめと

する多様な分野で社会参加できる環境づくりを進めます。 

快適で生活しやすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整

備や、生活空間のバリアフリー化を推進します。また、地域の防災・安

全対策の充実を図るとともに、情報のバリアフリー化を推進します。 

安心な日々の 

暮らしを支援す

るまちづくり

障がいを理解

し、ともに生き

るまちづくり

社会参加を 

支援する 

まちづくり

住み良い 

環境を広げる 

まちづくり
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

５．施策体系 

基本理念 ｜ 市民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会の実現 

■基本方針 ■基本目標 ■施策区分 ■施策の方向 

◆
社

会

参

加

と

共

生

の

推

進

◆
自

己

決

定

と

自

己

選

択

の

尊

重

◆
総

合

的

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

提

供

の

推

進

Ⅰ 生活支援 

１ 
生活支援・相談支援体制・地域移行

支援の充実 

２ 
障害福祉サービス・地域生活支援事

業の充実 

３ 生活安定施策の推進 

Ⅱ 保健・医療 

１ 保健・医療の推進 

２ 疾病等の予防 

Ⅲ 
障がい児の発

達支援と教育 

１ 
障がいや発達に心配のある子ども

に対する支援の充実 

２ 
特別な支援が必要な障がい児に対

する支援 

３ 教育活動等の充実 

Ⅳ 

差別解消、 

権利擁護及び

虐待防止 

１ 権利擁護の推進・虐待の防止 

２ 成年後見制度の推進 

３ 
理解の促進・障がいを理由とする差

別の解消 

Ⅴ 社会参加 

１ 社会参加の促進 

２ スポーツ・文化活動の振興 

Ⅵ 就労支援 

１ 多様な就労機会の確保 

２ 福祉的就労の底上げ 

３ 一般就労の推進 

Ⅶ 生活環境 

１ 住まい・移動・施設のバリアフリー化 

２ 防災・防犯対策の推進 

Ⅷ 

情報アクセシ

ビリティ・意思

疎通支援 

１ 情報バリアフリー化の推進 

２ 意思疎通支援の推進 

安心な日々の 

暮らしを支援

するまちづくり

障がいを理解

し、ともに生き

るまちづくり

社会参加を 

支援する 

まちづくり

住み良い 

環境を広げる 

まちづくり
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

■主要な施策 

（1）障がい者地域自立支援協議会での連携の強化 （2）地域生活支援拠点の整備  

（3）包括的な相談支援体制の構築 （4）障がい者総合相談支援センターの設置 （5）相談員の設置 

（6）サービス等利用計画の推進 （7）地域生活への移行のための相談等の体制整備 

（1）障害福祉サービスの充実  （2）地域生活支援事業の充実 

（1）経済的自立の支援 

（1）適切な保健・医療の提供   （2）自立支援医療給付の充実 （3）重度心身障がい者医療費助成制度の実施 

（1）健康づくりの推進 （2）母子保健事業の推進 （3）こころの健康づくりの推進 （4）難病患者支援の実施 

（5）感染症対策の充実 

（1）子ども発達支援体制の充実 （2）保育、保健、医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援の実施 

（3）地域社会への参加・包容の推進 

(1)医療的ケアを必要とする障がい児に対する支援の充実 

（1）相談体制の充実  （2）特性に応じた指導や支援体制の構築  

（1）権利擁護に関する相談窓口の設置   （2）行政機関等における配慮  （3）虐待防止 

（1）成年後見制度等の活用促進  （2）中核機関の設置  

（1）障がいのある人に対する理解の促進  （2）障がいを理由とする差別の解消の促進  （3）福祉教育の推進 

（1）社会参加に必要な手段の提供 （2）地域活動支援センターの充実 （3）障がい者団体との連携 

（4）ボランティア活動の推進 

（1）スポーツの振興  （2）芸術・文化活動の振興 

（1）障がい者雇用の促進  （2）農福連携の推進 

（1）福祉的就労の促進  （2）障がい者優先調達の推進 

（1）一般就労に向けた相談支援の推進  （2）一般就労への移行を支援するための職場定着支援の充実 

（1）公共公益施設・住宅等のバリアフリー化の推進 （2）移動・交通のバリアフリーの促進   

（3）日常生活用具給付等事業の利用促進 

（1）災害に備えた地域づくりの推進  （2）避難行動要支援者支援計画に基づく支援体制づくり 

（3）防犯体制の整備  （4）消費者としての障がいのある人の保護 

（1）情報アクセシビリティの向上

（1）恵庭市手話言語条例の推進 （2）聴覚障がいのある人への支援 （3）視覚障がいのある人への支援  

（4）日常生活用具給付（情報・意思疎通支援用具）等事業の利用促進 
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

〇障がい者アンケート調査結果から 

〇団体ヒアリング調査結果から 

【担当課】 障がい福祉課・子ども家庭課 

保健課・子ども発達支援センター 

Ⅰ ｜ 生活支援

現状と課題 

障がいのある人が住み慣れた地域において、自立して安心した日常生活や社会生活を過ごすことが

できるよう、相談支援体制として障がい者総合相談支援センターを設置し、障がい福祉に関する様々な

相談への対応を行っています。また、ニーズに沿った必要なサービスを利用しながら地域での生活を維

持出来るよう、情報提供等を行い、関係機関と連携しながら各種サービスの利用に至るまでの援助等を

行っております。 

しかし、障がい者アンケート調査では、希望する暮らしを送るための支援として「経済的負担の軽減」

や「相談対応等の充実」、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」などを求める割合が高くなっ

ていることから、障がい福祉に限らず、様々な分野をまたぐような包括的な相談にも対応できるような

相談支援体制や、必要なサービスを適切に利用できるような取り組みが必要となっています。 

【問】希望する暮らしを送るためには、どのような支援があればよいと思いますか。 

「経済的な負担の軽減」（45.2％）、次いで「相談対応等の充実」（31.5％）、「必要な在宅サービス

が適切に利用できること」（30.5％）となっています。 

・障がいのある子どもとその家族の長期ライフプランの相談窓口（ライフプラン事業）の充実 

（１）障がい者地域自立支援協議会での連携の強化 

障がい者地域自立支援協議会のネットワーク機能を活用し、情報の共有化を図り、障がいのあ

る人のニーズに合わせた相談支援体制を確保します。 

01 ｜ 生活支援・相談支援体制・地域移行支援の充実
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

【担当課】 障がい福祉課・子ども家庭課 

（2）地域生活支援拠点の整備 

地域で生活する障がいのある人の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援機能及び地域

支援機能などを備えた「地域生活支援拠点」の整備について検討します。 

（4）障がい者総合相談支援センターの設置 

障がいのある人にとって相談しやすい窓口体制として、障がい者総合相談支援センターに専門

的職員を配置し、地域の相談支援体制の強化の取組みを行い、個々のニーズや障がいの特性、多

様化する相談への対応を充実します。 

（7）地域生活への移行のための相談等の体制整備 

相談支援事業所、施設、医療機関などと連携し、地域移行、地域定着の取り組みに必要な相談

体制を整備します。また、障がい者地域自立支援協議会において、課題の共有やニーズに合わせ

たサービス提供体制について検討を行い、障がいのある人が地域で生活ができるよう努めます。 

（5）相談員の設置 

障がいのある人やその家族等が身近な地域で相談できる体制の充実のため、身体障害者相談

員・知的障害者相談員（道条例の地域相談員を併任）を設置します。 

（6）サービス等利用計画の推進 

相談支援事業所と連携し、障害福祉サービス等を利用するためのサービス等利用計画の作成

を推進します。 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

（3）包括的な相談支援体制の構築 

既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

ため、関係機関との連携を強化し、包括的な支援体制の構築を推進します。 

※※地域福祉計画を参考に修正必要※※ 

【担当課】 障がい福祉課・介護福祉課 

       子ども家庭課 
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

【担当課】 障がい福祉課・子ども家庭課 

【担当課】 障がい福祉課・子ども家庭課 （1）障害福祉サービスの充実 

障がいのある人の地域生活を支援するため、在宅生活を送る上で重要となる居宅介護（ホーム

ヘルプ）などの訪問系サービス、施設に通所しての生活訓練などの日中活動系サービス、施設入

所支援や共同生活援助（グループホーム）などの居住系サービス、計画相談支援などの相談支援

等、障害福祉サービスの提供体制の充実に努めます。 

（2）地域生活支援事業の充実 

障がいのある人の日中における活動の場を確保し、家族等の休息を支援する日中一時支援事

業や創作的活動、生産活動、地域活動を行う地域活動支援センターなど、地域生活支援事業を実

施します。 

（1）経済的自立の支援 

障がいのある人が経済的に自立し、安定した生活を送ることができるよう、年金や手当制度、

各種税制上の優遇措置などを周知するとともに、関係機関と連携し利用援助に努めます。 

02 ｜ 障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実

03 ｜ 生活安定施策の推進

【担当課】 障がい福祉課・市民課 
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現状と課題 

障がいの原因となる疾病等の予防や早期発見、健康づくりを推進するため、健康診査や乳幼児健康診

査などの保健事業を行っています。また、医療費の負担軽減のために自立支援医療の給付や重度心身障

がい者医療費助成を行っています。 

障がい者アンケート調査からは、現在受けている医療的ケアとして、服薬管理と回答した人の割合が

52％で最も高くなっており、次いで人工透析が 14.1％となっています。自由意見では、医療費の負担

が増すのか不安、といった経済的負担に対する意見が挙げられていることから、充実した保健サービス

や医療サービス等の提供体制や、医療費の負担軽減のための取組みが、今後も引き続き必要となってい

ます。また、団体ヒアリング調査では感染症に対する対策が求められており、北海道との連携した体制づ

くりが必要となります。 

〇障がい者アンケート調査結果から 

【問】あなたが現在受けている医療的ケアをご回答ください。 

「服薬管理」が52.0％で最も高く、次いで「透析」が 14.1％となっています。 

〇団体ヒアリング調査結果から 

・新型コロナウイルス感染拡大対策（の強化） 

（１）適切な保健・医療の提供 

必要な保健・医療サービスが利用できるよう、情報をわかりやすく提供し、保健所や医療・福祉

関係機関との連携に努めます。 

（2）自立支援医療給付の充実 

公費負担医療制度等の相談に応じ、更生医療や育成医療及び精神通院医療など自立支援医療

の給付を実施します。 

01 ｜ 保健・医療の推進

Ⅱ ｜ 保健・医療

【担当課】 保健課 

【担当課】 障がい福祉課 
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（3）重度心身障がい者医療費助成制度の実施 

医療が必要な障がいのある人が、安心して適切な医療をうけられるよう医療費の一部を助成し

ます。 

（1）健康づくりの推進 

障がいの原因となる生活習慣病の予防をはじめとする健康づくりを推進するために、健康診

査等の保健事業を実施します。 

（2）母子保健事業の推進 

妊婦や乳幼児に対して、子どもが健やかに育つことを目的に、乳幼児健康診査や育児教室、

家庭訪問、予防接種等の保健事業を実施します。 

（3）こころの健康づくりの推進 

こころの健康づくりに係る相談支援や、出前講座や講演会などの普及啓発に努めるとともに、

保健所などの関係機関と連携し、ゲートキーパー養成講座等を実施するなど自殺対策を推進し

ます。 

（4）難病患者支援の実施 

保健所などの関係機関と連携し、難病に関する相談に応じ、難病の特性に応じた適切な福祉サ

ービスの提供に努めます。 

（5）感染症対策の充実 

恵庭市新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、感染症対策の啓発活動や、障がい福祉サ

ービス事業所などへの情報提供、衛生用品の配布など、国や北海道と連携した体制づくりを推進

します。

02 ｜ 疾病等の予防

【担当課】 国保医療課 

【担当課】 保健課 

【担当課】 保健課 

【担当課】 保健課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課・子ども家庭課

保健課 
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【担当課】 子ども家庭課・保健課 

子育て支援課 

子ども発達支援センター 

現状と課題 

障がいや発達に心配のある子どもを早期から適切な時期に支援につなげていくため、恵庭市子ども

発達支援センター等で保護者から発達や育児に関する相談に応じるとともに、母子保健事業や保育所、

幼稚園、認定こども園、学校等と連携して支援する体制づくりに取り組んできました。また、学齢期にお

いては、すべての児童・生徒が、適切な環境で教育を受けられるように、特別支援教育の環境整備や保

護者のニーズに合わせた教育支援体制の整備を進めてきました。障がい者アンケート等では、障がい児

に関する回答として相談対応や障がい特性に応じた支援の充実を求める割合が高く、引き続き、乳幼児

期から学校卒業までの切れ目のない支援体制の強化が求められています。 

人工呼吸器や胃ろう、導尿等の医療的ケアが必要な医療的ケア児が安心して在宅生活をおくることが

できるよう、医療・保健・障がい福祉・保育・教育等の関係機関が連携し、必要な支援が提供できる体制

整備が求められています。 

〇障がい者アンケート調査結果から 

・保護者へのアドバイスを行ってほしい。 

〇団体ヒアリング調査結果から 

希望の暮らしをするために必要な支援としては「コミュニケーションについての支援」（50.5％）、

「相談対応等の充実」（4９.5％）が上位を占めています。 

自由記述からは、医療的ケア児の把握や医療的ケア児のニーズを把握してほしいという意見が挙が

っています。 

（1）子ども発達支援体制の充実 

障がいや発達に心配のある子ども及びその家族が、身近な地域で安心して生活できるよう、必要なサ

ービスや支援を提供する支援体制の充実を図ります。そのために、身近な地域で集団適応訓練や日常生

活における知識や技能の習得、社会との交流などを図るための、児童発達支援や居宅訪問型児童発達

支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の充実に努めます。また、基本

相談体制の充実及び障がい児相談支援計画の質の向上に努めます。 

01 ｜ 障がいや発達に心配のある子どもに対する支援の充実

Ⅲ ｜ 障がい児の発達支援と教育
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【担当課】 子ども家庭課・障がい福祉課 

子育て支援課・教育支援課 

保健課・子ども発達支援センター 

【担当課】 子ども家庭課・保健課・子育て支援課・教育支援課・子ども発達支援センター 

保育所や幼稚園、認定こども園、通所支援事業所、学校等との連携を図り、障がいや発達に心

配のある子どもを早期から、適切な支援につながる体制を充実します。さらに、学齢期への移行

や卒業時において、支援が円滑に引き継がれるよう関係機関の連携や支援体制を充実します。 

（2）保育、保健、医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援の実施 

(3)地域社会への参加・包容の推進 

障がいのある子どもが他の子どもと生活することにより、社会性や自主性の発達を促し、とも

に成長していけるよう、保育所や幼稚園、認定こども園、放課後学童クラブにおける障がい児の

受け入れ体制の整備に努め、地域社会への参加・包容の推進を図ります。 

(1)医療的ケアを必要とする障がい児に対する支援の充実 

医療的ケアが必要な在宅の重度心身障がい児(者)が、身近な地域で安心して生活できるよう、

医療・保健・福祉・保育・教育等の関係機関が連携し、必要な支援やサービスが提供できる支援体制

の整備に取り組みます。 

すべての児童・生徒が、適切な環境で教育を受けられるように、特別支援教育の環境整備に努

めるとともに、保護者のニーズに合わせた教育相談体制を充実します。 

特別支援教育の対象となる児童・生徒だけでなく、通常学級に在籍する支援を必要とする児

童・生徒の特性に応じた指導や支援体制の構築に取組みます。 

(1)相談体制の充実 

(2)特性に応じた指導や支援体制の構築 

02 ｜ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援

03 ｜ 教育活動等の充実

【担当課】 子ども家庭課・子育て支援課 

子ども発達支援センター 

【担当課】 子ども家庭課・教育支援課 

【担当課】 子ども家庭課・教育支援課 
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〇障がい者アンケート調査結果から 

障がいや認知症等により判断能力が十分ではない人に対しては、成年後見支援センターを設置し、財

産管理や不当な契約から守るための支援を行っており、障がいのある人を虐待から守るため、障がい者

虐待防止センターを設置し、虐待の早期発見や養護者に必要な支援を行っています。また、差別解消支援

地域協議会を設置し、障がい差別に関する情報共有を行うとともに、講演会等により障がいのある人に

対する理解啓発に努めてきました。 

しかし、障がい者アンケート調査では、障がいがあることで差別や嫌な思いをしたことがある人の割合

は 3９.5％となっており、自由意見では、外観からはわからない障がいについて挙げられていることか

ら、引き続き障がいのある人に対する理解啓発に努めていく必要があります。また、アンケート調査では

成年後見制度の認知率が 24.7％にとどまっており、今後も継続して制度の周知と利用促進に努める必

要があります。 

【担当課】 障がい福祉課・選挙管理委員会 

【担当課】 障がい福祉課・介護福祉課 

現状と課題 

【問】あなたは、障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがありますか。 

障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことの経験率（「ある」と「少しある」を合計した

数値）は 3９.5％となっています。 

〇団体ヒアリング調査結果から 

・外観からは分らない痛さで困っています 

成年後見支援センターによる権利擁護の取組を促進するとともに、障害者虐待防止法に基づ

き障がい者虐待防止センターを設置し、障がいのある人に対する虐待の予防や養護者に対する支

援に努めます。 

(1)権利擁護に関する相談窓口の設置 

行政機関等における配慮として障害者差別解消法に基づき、社会的障壁の除去の実施につい

て合理的配慮を行うよう努めます。また、選挙等における配慮として、障がいのある人が利用しや

すいよう段差解消や点字による投票制度などの配慮に努めます。 

(2)行政機関等における配慮 

Ⅳ ｜ 差別解消、権利擁護及び虐待防止

01 ｜ 権利擁護の推進・虐待の防止
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【担当課】 障がい福祉課・介護福祉課 

【担当課】 介護福祉課・障がい福祉課 

成年後見支援センター(中核となる機関)が実施する研修会や学習会により、制度の必要性や活

用方法を周知・啓発し利用促進を図るとともに、サービスの利用援助及び日常的金銭管理を行う

日常生活自立支援事業の活用促進に努めます。 

(1)成年後見制度等の活用促進 

成年後見制度に係る周知・啓発などの広報、相談支援などを担う権利擁護ネットワークの中核

となる機関を設置し、成年後見制度の利用を促進します。 

(2)中核機関の設置 

障がい福祉に関する講座や講演会の開催、障がいのある人との交流やボランティア活動への参

加、啓発冊子の配布、さらには障害者週間等のＰＲなどの機会を通じ、障がいや障がいのある人

への理解促進に努めます。 

(1)障がいのある人に対する理解の促進 

障害者差別解消法について、講演会の開催などによる普及・啓発を進めるともに、地域協議会

の活動を充実させ、障がいを理由とする差別の解消に取り組みます。 

(2)障がいを理由とする差別の解消の促進 

教育機関において障がいのある人を講師に招いた講話など、障がいについて学ぶ福祉教育の

推進に努めるとともに、社会福祉協議会において、福祉やボランティアに対する意識を高めるた

め、児童生徒のボランティア活動普及事業を推進します。 

(3)福祉教育の推進 

虐待の防止や早期の対応を図るため、恵庭市障がい者地域自立支援協議会においてネット 

ワークを構築し、情報共有を行うなど関係機関との連携を強化し、虐待防止に取り組みます。 

(3)虐待防止 

02 ｜ 成年後見制度の推進

03 ｜ 理解の促進・障がいを理由とする差別の解消

【担当課】 障がい福祉課・子ども家庭課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課・福祉課 
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〇障がい者アンケート調査結果から 

【担当課】 障がい福祉課・子ども家庭課 

現状と課題 

障がいのある人の社会参加を促進するため、社会参加に必要となる移動における支援や、地域活動

支援センターを設置し、創作活動や生産活動の機会を提供しています。また恵庭市社会福祉協議会の

ボランティアセンターにおいて、障がいのある方が病院や買い物等で外出する際の支援等を行ってい

ます。 

しかし、外出する時に困ることとして「困った時にどうすればいいのか心配」と回答した人の割合は

23.8％となっており、次いで「公共交通機関が少ない（ない）」という回答が多く挙げられていることか

ら、引き続きボランティア活動に対する支援が重要となってきます。 

また、団体ヒアリング調査からは、スポーツや文化活動への参加は意義も効果もあると挙げられてい

ることから、文化芸術活動、スポーツ、レクリエーション等に障がいのある人が参加しやすい環境を整え

ていくことが求められています。 

【問】外出する時に困ることは何ですか。 

「困った時にどうすればいいのか心配」が23.8％で最も高く、次いで「公共交通機関が少ない 

（ない）」「外出にお金がかかる」（各々17.8％）となっています。 

〇団体ヒアリング調査結果から 

・生活の質の向上には、スポーツや文化活動への参加は、意義も効果もあると思います。 

障がいのある人の社会参加に必要となる移動交通手段を確保するため、タクシーチケット助成

事業や地域生活支援事業（移動支援事業、自動車運転免許取得・改造助成事業）を実施します。 

(1)社会参加に必要な手段の提供 

Ⅴ ｜ 社会参加

01 ｜ 社会参加の促進
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地域活動支援センターにおいて、創作活動や生産活動の機会を提供することにより、障がいの

ある人に社会活動や外出の機会を提供し、社会との交流や社会参加を促進します。 

(2)地域活動支援センターの充実 

障がいのある人や障がい者団体に向けて北海道障がい者スポーツ大会の周知を行い、市内体

育館等の使用料の減免や、スポーツ・レクリエーションに関する出前講座の実施など、障がいのあ

る人のスポーツ活動の促進に努めます。 

(1)スポーツの振興 

恵庭市障がい者地域自立支援協議会を通じて、障がい者団体と連携し、ニーズを把握するとと

もに、必要な情報提供を行います。 

(3)障がい者団体との連携 

障がいのある人のための芸術・文化活動の普及啓発に努めるとともに、市民文化祭等におい

て障がいのある人が作った作品を展示するなど芸術・文化活動の促進に努めます。 

(2)芸術・文化活動の振興 

障がいのある人の社会参加機会の充実を図るため、社会福祉協議会が運営する「ボランティア

センター」との連携を強化し、ボランティア活動を推進します。 

(4)ボランティア活動の推進 

02 ｜ スポーツ・文化活動の振興

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課・福祉課 

【担当課】 健康スポーツ課 

障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

社会教育課 
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現状と課題 

障がい者総合相談支援センターにおいて就労に関する相談やハローワークと連携した一般就労に

至るまでの支援を行っております。また、一般就労することが困難な障がいのある人には、就労移行

支援や就労継続支援など、障害福祉サービスを活用した福祉的就労において就労に向けての支援や

農福連携による障がい者の就労機会の確保などを行っています。 

 しかし、障がい者アンケート調査からは、今後の就労移行については、「仕事をしたい」が 42.1％と

なっており、仕事をしたい人のうち、「職業訓練を受けたい」が 4９.5％となっていることから、引き続

き就労相談や就労支援を行うとともに、福祉的就労の利用促進に向けた取り組みが必要となってき

ます。 

〇障がい者アンケート調査結果から 

【問】あなたは今後、収入を得る仕事（一般就労）をしたいと思いますか。 

今後の就労意向については、「仕事をしたい」が 42.1％となっています。 

【問】収入を得る仕事（一般就労）をするために、職業訓練などを受けたいと思いますか。 

職業訓練の受講意向については、「職業訓練を受けたい」が 4９.5％と約半数を占めています。 

〇団体ヒアリング調査結果から 

・まだ小学生ですが将来の就職先のこと、自立のこと不安に思っています。農業などのニーズが増

えると嬉しい。 

障害者雇用納付金や雇用調整金など、障がい者に関する各種制度について、市ホームページ

等で情報提供を行うとともに、障害者法定雇用率の取組みを促し、障がいのある人の求人や雇用

の拡大に努めます。 

(1)障がい者雇用の促進 

Ⅵ｜ 就労支援

01 ｜ 多様な就労機会の確保

【担当課】 商工労働課・障がい福祉課 
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障がい者就労促進ネットワークにおいて連携や情報の共有化を図り、農福連携による障がい者

の就労機会の確保に向けた取り組みを進めます。 

(2)農福連携の推進 

障がい者地域自立支援協議会において仕事に関連する地域の課題等の情報共有を行うととも

に、就労系サービス等の利用を促進し、就労機会の確保と就労の継続に関する支援の充実を図り

ます。 

(1)福祉的就労の促進 

恵庭市障がい者地域自立支援協議会と連携し、授産製品・役務に関する情報提供や発注者ニ

ーズの収集、就労支援施設等の販路拡大などに取り組むなど、障害者支援施設の受注機会の確

保に努めます。 

(2)障がい者優先調達の推進 

恵庭市障がい者総合相談支援センターにおいて、ハローワークと連携するなど就労相談・就労

支援事業を行い、障がい者の自立に向けた、就業等の支援を推進します。 

(1)一般就労に向けた相談支援の推進 

福祉、経済、労働などの関係機関が連携し、障がいのある人のニーズや能力に応じ専門機関に

よる訓練や実習、職場開拓などの取り組みを進め、一般就労への移行を支援する体制整備に努

めます。 

(2) 一般就労への移行を支援するための職場定着支援の充実 

02 ｜ 福祉的就労の底上げ

03 ｜ 一般就労の推進

【担当課】 障がい福祉課・農政課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 
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現状と課題 

障がいのある人が安全で快適に生活できるよう、ユニバーサルデザインの視点に立った公共施設等の

整備し、安心した在宅生活を支援するため住宅改修制度を実施しています。また、えにわコミュニティバ

スの低床化をはじめとする交通機関などのバリアフリー化や、障がいのある人に配慮した防災防犯対策

を推進してきました。 

しかし、障がい者アンケート調査からは、火事や地震等の災害時に困ることとして、「避難場所の設備

（トイレ等）や生活環境が不安」が 44.4％で最も高く、次いで「安全なところまで、迅速に避難することが

できない」が 40.7％となっています。また、団体ヒアリング調査からは、古い施設がバリアフリー化され

ていないといった意見が挙げられていることから、今後も引き続き障がいのある人の生活におけるバリ

アフリー化の推進や、災害に備えた地域づくりの推進が求められています。 

〇障がい者アンケート調査結果から 

【問】火事や地震等の災害時に困ることは何ですか。 

災害時に困ることについては、「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」が 44.4％で最も

高く、次いで「安全なところまで、迅速に避難することができない」（40.7％）、「投薬や治療が受

けられない」（38.6％）となっています。 

〇団体ヒアリング調査結果から 

・新しい施設はバリアフリー化されているが、古い施設は行きにくい。 

障がいのある人のニーズに応じ、ユニバーサルデザインの視点に立った公共公益施設の整備に

努めるとともに、一般住宅等においては、住宅改修制度の活用を促進するなど、安心した在宅生

活の支援に努めます。また、恵庭市障がい者地域自立支援協議会を通じて、障害福祉サービス等

事業所にバリアフリー化に向けた働きかけを行います。 

(1)公共公益施設・住宅等のバリアフリー化の推進 

駅などの公共交通拠点と公共施設を結ぶ特定道路等のバリアフリー化を進め、えにわコミュニ

ティバスの低床化など、公共交通機関の利用円滑化を図るとともに、福祉有償運送制度や移動に

関する支援の利用を促進します。 

(2)移動・交通のバリアフリーの促進 

Ⅶ ｜ 生活環境

01 ｜ 住まい・移動・施設のバリアフリー化

【担当課】 まちづくり推進課 

障がい福祉課 

【担当課】 市民生活課・障がい福祉課 
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

入浴補助用具や移動用リフトなどの日常生活用具給付等事業の利用を促進し、障がいのある

人の在宅生活の利便性の向上を図ります。 

(3)日常生活用具給付等事業の利用促進 

出前講座等を通じて障がいのある人と町内会等との平常時からの連携を推進し、防災意識の

高揚を図るとともに、障がいのある人に配慮した福祉避難所の確保に努めます。 

(1)災害に備えた地域づくりの推進 

地域と連携し要支援者情報の共有を図り、全庁で平常時及び災害時における障がい特性に配

慮した支援体制づくりに努めます。 

(2)避難行動要支援者支援計画に基づく支援体制づくり 

障がいのため防犯対応が困難な人が犯罪に遭わないよう、関係機関と連携し相談支援体制の

充実に努めます。 

(3)防犯体制の整備 

障がいのある人の消費者としての利益の擁護を図るため、普及啓発に努めるとともに、消費者

被害防止ネットワークにおいて、関係機関等と連携し、障がいのある人の消費者被害の早期発見

と未然防止を行います。 

(4)消費者としての障がいのある人の保護 

02 ｜ 防災・防犯対策の推進

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】基地・防災課 

障がい福祉課 

【担当課】基地・防災課 

障がい福祉課 

【担当課】市民生活課 

障がい福祉課 

【担当課】市民生活課 
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第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

現状と課題 

市のホームページやガイドブックなどを活用したわかりやすい情報提供を努めており、聴覚障がい

や視覚障がいのある人に対しては、情報格差の解消を図り意思疎通を確保するために、それぞれ、手

話通訳・要約筆記の利用促進や音訳・点訳による支援を行っています。また、令和元年10月に恵庭市

手話言語条例を制定し、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めています。 

障がい者アンケート調査からは、障がいや福祉サービスの情報入手経路について「家族や親せき、

友人・知人」次いで「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」、「サービス事業所の人や施設

職員」と回答した人の割合が高くなっており、団体ヒアリング調査からは災害時における情報の取得

に関する意見が挙げられています。 

今後も引き続き、障がいのある人に対してよりわかりやすく情報提供することや、聴覚障がいや視

覚障がいのある人に対する支援は必要となっています。また、恵庭市手話言語条例に対する認知度は

20.5％にとどまっており、今後も継続して手話に対する理解の普及に努める必要があります。 

〇障がい者アンケート調査結果から 

【問】 あなたは障がいのことや福祉サービスなどに関する情報を、どこから知ることが多いですか。 

「家族や親せき、友人・知人」が 32.4％で最も高く、次いで「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオ

のニュース」（2９.９％）、「サービス事業所の人や施設職員」（24.7％）、「行政機関の広報誌」

（22.7％）となっています。 

〇団体ヒアリング調査結果から 

・災害時に自身のスマートフォンなどに情報がもらえると安心できる仕組みを整えてほしい。 

市のホームページの音声読み上げ機能やガイドブックなど、障がいのある人に対してのわかり

やすい情報提供に努めるとともに、情報通信技術を活用した情報バリアフリー化に努めます。 

(1)情報アクセシビリティの向上 

Ⅷ｜ 情報アクセシビリティ・意思疎通支援

01 ｜ 情報バリアフリー化の推進

【担当課】 広報課・障がい福祉課 

41



第３章 第７期恵庭市障がい者福祉計画 

【担当課】 障がい福祉課 

恵庭市手話言語条例に基づき、市広報誌やパンフレット等を活用した啓発活動により、手話に

対する理解を広げ、手話を使用しやすい環境づくりに努めます。  

(1)恵庭市手話言語条例の推進 

聴覚障がいのある人の日常生活における意思疎通を確保するため、専任手話通訳者を設置す

るとともに、手話通訳及び要約筆記の利用を促進します。また、意思疎通支援に関わる人材育成

に努めます。 

(2)聴覚障がいのある人への支援 

視覚障がいのある人への配慮として、音声コードの添付や声の広報の発行、音訳や点訳の充実

に努めます。 

(3)視覚障がいのある人への支援 

様々な障がいなどにより周囲との意思疎通が困難な人に対し、必要に応じ日常生活用具給付

等事業の利用を促進します。 

(4)日常生活用具給付(情報・意思疎通支援用具)等事業の利用促進 

02 ｜ 意思疎通支援の推進

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 障がい福祉課 

【担当課】 広報課・障がい福祉課 
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第４章 第６期恵庭市障がい福祉計画 

障害者総合支援法第 88 条の規定に基づき、国が示す基本指針に沿い、「第６期恵庭市障がい

福祉計画」を策定します。 

第７期恵庭市障がい者福祉計画の理念を実現するために、障害福祉サービス、相談支援及び

地域生活支援事業に関して、どのように実施していくかを明らかにして、障害福祉サービス等の

各年度における見込量やサービス提供体制の確保方策等を示します。

１．はじめに 

２．障がい者支援サービス体系 

障がいのある人に対する支援サービスは、障害者総合支援法及び児童福祉法に定める障害福

祉サービスを表します。これらのサービスは、障がいのある人の自立を支援することを目的に、

利用者に対して個別に必要な給付をする「自立支援給付」と、利用者の状況に応じ市町村の創意

工夫により実施する「地域生活支援事業」から構成されています。 

第４章 第６期恵庭市障がい福祉計画 
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第４章 第６期恵庭市障がい福祉計画 

１．訪問系サービス 

居宅介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ）  

重度訪問介護     

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援

３．居住系サービス 

自立生活援助 

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

施設入所支援 

２．日中活動系サービス 

生活介護 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

宿泊型自立訓練 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

就労定着支援 

療養介護 

短期入所（福祉型・医療型） 

４．自立支援医療 

更生医療  

育成医療   

精神通院医療 

６．相談支援 

計画相談支援 

地域定着支援 

地域移行支援  

障害児相談支援 

７．地域生活支援事業（必須事業） 

理解促進研修・啓発事業  

意思疎通支援事業 

自発的活動支援事業    

日常生活用具給付等事業 

相談支援事業       

移動支援事業 

手話奉仕員養成研修事業 

成年後見制度利用支援事業     

成年後見制度法人後見支援事業

地域活動支援センター 

８．地域生活支援事業（任意事業） 

日中一時支援事業 

訪問入浴サービス事業 

自動車運転免許取得・改造助成事業 

■ 障がい者支援サービス体系 ■

５．補装具 

障
が
い
の
あ
る
人
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第４章 第６期恵庭市障がい福祉計画 

項  目 数 値 備  考 

令和元年度の入所者数（Ａ） 8９人   

①令和５年度末時点での地域生活への移行者数（Ｂ） 5人 （Ａ）の6％ 

②令和５年度末時点での施設入所者の減少見込数（Ｃ） 1人 （Ａ）の1.6％ 

３．障害福祉サービス等の提供体制に係る目標 

障がいのある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応 

するため、国の基本指針に基づき、令和5年度を目標年度とし次の目標を定めます。 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

●国の基本指針等 

 基本指針では、令和 5 年度末時点で令和元年度末の施設入所者数の 6％が地域生活へ移行

すること、また令和 5 年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から

1.6％以上減少させることを目標としています。 

●恵庭市 

【現状】 

市内には施設入所支援事業所は 1 か所あり、施設入所支援の利用者は平成 27 年度は ９7

人で、令和元年度は8９人となっており、減少傾向にあります（１年間で約2.1％の減少）。施設

入所者等の地域移行支援の利用者は平成 27 年度は 1 人で、令和元年度は利用がなく、年平

均で約 1 人となっています。また、地域の受入側としての共同生活援助（グループホーム）の利

用者は、平成 27 年度は７５人で、令和元年度は ９0 人となっており、増加傾向にあります（１

年間で５％の増加）。 

【目標】 

本市では、国の基本指針の目標に合わせて、自宅やグループホームなどへの地域生活移行

者数は、令和 5 年度末時点で 5 人（令和元年度末の施設入所者の６％）とすることを目標とし

ます。なお、現行の計画で定めた数値目標は ９ 人で、令和 2 年度末は 6 人の見込みとなり 3

人が未達成となりますが、現状の推移などを考慮し、未達成分は次期計画には含めないものと

します。また、施設入所者数の削減数については国の基本指針の目標に合わせて、令和 5年度

末時点で１人（令和元年度末の施設入所者の 1．６％）とすることを目標とします。 

【目標値】 

45
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項  目 目  標 

①保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催回数 年1回以上 

②保健・医療・福祉関係者による協議の場への関係者

の参加者数 
20人 

③保健・医療・福祉関係者による協議の場における目標

設定及び評価の実施回数 
年1回以上 

見 込 量 

項  目 R3 R4 R5 

①精神障がい者の地域移行支援 1人 1人 1人 

②精神障がい者の地域定着支援 1人 1人 1人 

③精神障がい者の共同生活援助 2人 2人 2人 

④精神障がい者の自立生活援助 1人 1人 1人 

（2）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

●国の基本指針等 

国では、精神障がいのある人とその家族が、地域の一員として安心して自分らしい暮らし

をすることができるよう、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進す

ることとしています。その具体的な目標として、精神障がい者の精神病床からの退院後一年

以内の地域における生活日数の平均を316日以上とし、精神病床における 1年以上長期入

院患者数を設定することとしています。また、精神病床における早期退院率を設定しており、

入院後 3 か月時点の退院率は 6９％以上、入院後 6 か月時点の退院率は 86％以上、入院

後 1年時点の退院率は９2％以上としています。 

●恵庭市 

【現状】 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場は令和 2 年度に恵

庭市障がい者地域自立支援協議会において専門プロジェクトとして設置します。 

【目標】 

本市では、国や北海道の動向を注視するとともに、現状などを考慮して、令和 5 年度末ま

での間で、協議の場を年1回行うことを目標とします。なお目標の項目である「退院後一年以

内の地域おける平均生活日数」「一年以上長期入院患者数」「早期退院率」については、北海

道での設定になります。 

【目標値】 
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項  目 目  標 

機能や体制などの検討の実施回数 恵庭市障がい者地域自立支援協議会などで年1回 

（3）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

●国の基本指針等 

 国では、各市町村又は各圏域に、障がいのある人の高度化・重度化や「親亡き後」にも対応

できるよう、居住支援機能や地域支援機能などを備えた「地域生活支援拠点」を確保しつつ、

その機能の充実のため、年 1回以上運用状況を検証や検討することとしています。 

●恵庭市 

  【現状】 

地域生活支援拠点は札幌市が整備したことにより、札幌障がい保健福祉圏域に1か所整備

されています。また、事業所アンケート調査では、地域生活支援拠点に関連する施設の整備の

予定として、居住支援機能を持つ施設は3事業所が検討中、相談支援機能を持つ施設は2事

業所が検討中・整備予定、体験の機会・場の提供の機能を持つ施設は 3 事業所が検討中・整

備予定、緊急時の受入・対応の機能を持つ施設は 4 事業所が検討中との状況となっていま

す。 

【目標】 

本市では、国や北海道の動向を注視するとともに、現状などを考慮して、令和 5 年度末ま

での間で、恵庭市障がい者地域自立支援協議会などで、機能や体制などの検討を年 1 回行う

ことを目標とします。 

（4）福祉施設から一般就労への移行等 

●国の基本指針等 

国の基本指針では、就労移行支援事業等を通じて、令和 5 年度中に一般就労に移行する

人の目標値について、令和元年度の一般就労への移行実績の1.27 倍以上とすることとして

います。そのうち、就労移行支援事業については令和元年度の一般就労への移行者数の

1.30倍以上、就労継続支援Ａ型については令和元年度の一般就労への移行者数の 1.26倍

以上、就労継続支援Ｂ型については令和元年度の一般就労への移行者数の1.23倍以上とし

ています。 

また、障がいのある人の一般就労への定着も重要であるため、就労移行支援事業等を通じ

て一般就労に移行する人のうち7割が就労定着支援事業を利用することとし、就労定着率が

8割以上の事業所を全体の7割以上とすることとしています。 

【目標値】 
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項  目 数 値   目 標 値 

①令和元年度の一般就労への移行者数 12人 令和5年度 15人 

②令和元年度の就労移行支援事業を通じた

一般就労への移行者数 
6人 令和5年度 8人 

③令和元年度の就労継続支援Ａ型事業を通

じた一般就労への移行者数 
2人 令和5年度 2人 

④令和元年度の就労継続支援Ｂ型事業を通

じた一般就労への移行者数 
4人 令和5年度 5人 

項  目 数 値 備  考 

令和5年度の一般就労への移行者数（Ａ） 15人   

令和５年度末時点での就労定着支援事業の利用者数（Ｂ） 11人 （Ａ）の7割 

●恵庭市 

 【現状】 

市内には就労移行支援事業所は2か所、就労継続支援Ａ型事業所は1か所、就労継続支

援 Ｂ 型事業所は 11 か所となっています。就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移

行者数は平成２８年度は13人で、令和元年度は12人となっており、横ばいの傾向にありま

す。令和元年度の一般就労への移行者数の内訳は、就労移行支援事業は 6 人、就労継続支

援 Ａ型事業は 2人、就労継続支援 Ｂ型事業は4人となっています。また、就労定着支援事

業のR元年度の利用者数は2人であり、市内には就労定着支援事業所はない状況です。 

【目標】 

本市では、現状の推移などを考慮し、国の基本指針の目標に合わせて、就労移行支援事業

所等を通じた一般就労への移行者数は令和 5 年度までに 15 人（令和元年度実績 12 人の

1.27 倍）とすることを目標とします。このうち就労移行支援事業を通じた移行数は 8 人（令

和元年度実績の 1.3 倍）、就労継続支援 Ａ 型事業を通じた移行数は 2 人（令和元年度実績

の 1.26 倍）、就労継続支援 Ｂ 型事業を通じた移行数は 5人（令和元年度実績の 1.23 倍）

とすることを目標とします。本市では、現状の推移などを考慮し、国の基本指針の目標に合

わせて、就労定着支援事業の利用者数は 11 人（令和５年における就労移行支援事業所を通

じた一般就労への移行数の7割）とすることを目標とします。 

なお、就労定着支援事業の就労定着率については、市内に就労定着支援事業所がないこ

とから、目標値は設けないこととします。 

〇一般就労への移行者数に関する目標 

〇就労定着支援事業に関する目標 

【目標値】 
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項  目 目 標 備  考 

障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的・ 

専門的な相談支援の実施の見込み 
実施 

恵庭市障がい者総合相

談支援センターにおいて

総合的・専門的な相談支

援を実施する 

項  目 目  標 

①地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的

な指導・助言件数 
年3件以上 

②地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 年3件以上 

③地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 年2回以上 

（5）相談支援体制の充実・強化等 

●国の基本指針等 

 国では、相談支援体制を充実・強化するため、令和 5 年度末までに、各市町村または各圏域

において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制

を確保することとしています。 

●恵庭市 

 【現状】 

市内には障がい者総合相談支援センターは 1 か所あり、相談支援事業として、障がい者相

談支援事業、相談支援機能強化事業、住宅入居等支援事業を実施しています。 

【目標】 

本市では、相談支援体制の充実・強化等に向けた取り組みとして、総合的・専門的な相談支

援の実施及び地域の相談支援体制の強化（相談支援機能強化事業等）の実施体制を継続して

確保していくことを目標とします。 

〇総合的・専門的な相談支援に関する目標 

〇地域の相談支援体制の強化に関する目標 

【目標値】 
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項  目 目 標 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修

やその他の研修への市町村職員の参加人数の見込 
毎年1名以上 

（6）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

●国の基本指針等 

  国では、障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすため、都道府県及び市町

村の職員は障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス

等の利用状況を把握し、障がいのある方が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できて

いるのか検討していく必要があるとしています。 

●恵庭市 

【現状】 

障害福祉サービス等の多様化、サービス事業所の増加に伴い、より一層事業所が利用者に対

して、真に必要とするサービスを適切に提供されることが求められています。また、障害支援区

分を適切に認定するため、毎年研修会への出席を行っています。 

   【目標】 

    サービスの質を向上させるため、市担当職員の障害福祉サービス等にかかる研修へ毎年 1

名以上の参加を目標とします。 

【目標値】 

50



第４章 第６期恵庭市障がい福祉計画 

居宅介護（ホームヘルプ）

居宅で、入浴、排せつ、食事の介護や調理、掃除等の家事援助、並びに生活等に関する相談

及び助言を行います。 

主な利用者／障害支援区分が「区分１」以上 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 51 52 51 51 51 51 

利用時間数（時間/月） 528 581 543 543 543 543 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障がいにより常に介護を必要とする人に対し、居

宅で身体介護や生活援助及び移動中の介護を総合的に行います。 

主な利用者／障害支援区分が区分４以上であって、次のいずれかに該当する人 

① 二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移

乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている人 

② 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点

以上である人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 1 1 1 1 1 1 

利用時間数（時間/月） 56９ 630 726 7９９ 87９ ９67 

４．障害福祉サービス等の実施状況及び見込量 

前計画期間における障害福祉サービス等の利用実績を分析し、各年度における障害福祉

サービス、相談支援、地域生活支援事業等の事業区分ごとの必要な見込量を定めます。 

（1）訪問系サービス 
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同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時、移動に必要な情報を提供すると

ともに、移動の援護や外出先での必要な援助を行います。 

主な利用者／独自の評価指標である同行援護アセスメント票の基準を満たす、視覚に障が

いがあり、移動に著しい困難を有する人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 12 11 10 ９ 8 7 

利用時間数（時間/月） 127 133 122 122 122 122 

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有する場合に、危険を回避するた

めの必要な援護、外出介護を行います。 

主な利用者／障害支援区分が「区分３」以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち

行動関連項目等の合計点数が10点以上である人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 6 11 18 22 26 31 

利用時間数（時間/月） 34 3９ 48 58 70 84 
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重度障害者等包括支援

重度障がいがある人に、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入

所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に行います。 

主な利用者／障害支援区分が「区分６」であって、次のいずれかに該当する人 

① 四肢に麻痺等があり、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい

のある人 

② 四肢に麻痺等がある、最重度の知的障がいがある人 

③ 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点

以上である人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 0 0 0 1 1 1 

 利用時間数（時間/月） 0 0 0 80 80 80 

生活介護

常時介護を必要とする人に、福祉施設において主に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

主な利用者／常時介護が必要な障がいのある人で、障害支援区分が一定以上である人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 1９7 1９９ 1９8 1９8 1９8 1９8 

 利用量（人日/月） 3,7９5 3,7９1 3,787 3,787 3,787 3,787 

（2）日中活動系サービス 
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自立訓練（機能訓練）

身体に障がいのある人に対して、自立した生活ができるよう、身体機能・生活能力の維持・向

上等のために身体的リハビリテーションや歩行訓練などを行います。 

主な利用者／一定の支援が必要な身体障がいのある人と難病患者 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 1 2 3 5 8 12 

 利用量（人日/月） 7 1９ 5９ 8９ 134 201 

自立訓練（生活訓練）

知的障がい又は精神障がいのある人に対して、自立した日常生活や社会生活が営めるよう

に、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

主な利用者／一定の支援が必要な知的障がいのある人、精神障がいのある人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 4 5 6 7 8 10 

 利用量（人日/月） 74 ９0 110 132 158 1９0 

宿泊型自立訓練

居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関

する相談及び助言などを行います。 

主な利用者／知的障がいのある人、精神障がいのある人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 5 5 5 5 5 5 

 利用量（人日/月） 131 134 133 133 133 133 
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就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

Ａ型（雇用型）／通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、雇用契約に基づく就労

機会の提供等を行います。 

Ｂ型（非雇用型）／雇用契約を行わず、就労の機会や生産活動等の場の提供等を行います。 

主な利用者／障がいのある人 

〈Ａ型（雇用型）〉 利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 57 54 55 55 55 55 

利用量（人日/月） 1,0９2 1,075 1,107 1,107 1,107 1,107 

〈Ｂ型（非雇用型）〉 利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 176 207 227 250 275 303 

 利用量（人日/月） 2,755 3,180 3,531 3,884 4,272 4,6９９ 

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

主な利用者／就労を希望する65歳未満の障がいのある人で、通常の事業所に雇用されるこ

とが見込まれる人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 18 15 14 13 12 11 

 利用量（人日/月） 310 320 325 325 325 325 
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就労定着支援 

一般就労へ移行した障がいのある人の就労によって生じる生活面での課題について、就労

の継続を図るために企業や自宅を訪問するなどして、課題解決に向けて必要な連絡調整や

指導、助言などを行います。 

主な利用者／生活介護や自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労へ移

行した障がいのある人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 0 3 3 3 7 11 

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日

常生活の世話を行います。 

主な利用者／次のいずれかに該当する人 

① 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている人であって、障害支

援区分が「区分６」の人 

② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がいの人であって、障害支援区分が「区

分５」以上の人等 

利用実績 見込量 

年度 H27 H28 H2９見込 H30 H31 H32 

 利用者数(人/月) 8 8 8 ９ ９ ９ 
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短期入所（福祉型・医療型） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の

介護等を行います。 

主な利用者／在宅の障がいのある人で、障害支援区分が「区分１」以上か、在宅の障がいの

ある児童で障害児短期入所「区分１」以上の人 

〈短期入所（福祉型）〉 利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 23 24 24 24 24 24 

利用量（人日/月） 14９ 168 126 126 126 126 

〈短期入所（医療型）〉 利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 2 4 6 6 6 6 

 利用量（人日/月） 5 10 15 15 15 15 

自立生活援助

定期的に訪問し、生活に必要な助言や連絡調整を行うとともに、相談や要請がある場合は随

時の対応も行います。 

主な利用者／障害者支援施設やグループホームなどを利用していて、一人暮らしを希望す

る障がいのある人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 0 0 0 2 2 2 

（3）居住系サービス 
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自立支援医療

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度です。 

区  分 対  象  者 

精神通院医療 
精神保健福祉法第５条に規定する統合失調症などの精神疾患を

有する人で、通院による精神医療を継続的に要する人 

更生医療 

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人

で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により、確実に効

果が期待できる人（18歳以上） 

育成医療 
身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術

等の治療により確実に効果が期待できる人（18歳未満） 

共同生活援助（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の

援助を行います。 

主な利用者／障害支援区分が「区分１」以上である人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 83 ９0 ９1 103 113 124 

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

主な利用者／障がいのある人（原則として、障害支援区分が一定以上である人） 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) ９0 8９ 88 88 88 88 

（4）自立支援医療 （見込量等は設定しません） 
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補装具 

障がいのある人が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向

上を図ること及び障がい児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長する

ことを目的として、身体機能を補完・代替する用具費を支給します。 

主な利用者／補装具を必要とする障がいのある人、障がいのある児童、難病患者など 

計画相談支援 

障害福祉サービスの利用や変更を申請する時に、障がいのある人の心身の状況等を勘案し

た「サービス等利用計画」を作成し、モニタリングを実施します。 

主な利用者／障害福祉サービスの利用を希望する人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 502 532 544 544 544 544 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障がいのある人又は精神科病院に入院している精神障が

いのある人について、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する

相談支援を行います。 

主な利用者／次のいずれかに該当する人 

① 障害者支援施設や療養介護施設に入所している人 

② 精神科病院に入院している精神障がいのある人 

③ 生活保護法で規定する救護施設・更生施設や刑務所・少年刑務所・拘置所・

少年院などに入所している障がいのある人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 0 0 0 2 2 2 

（5）補装具 （見込量等は設定しません） 

（6）相談支援 
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地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がいのある人につき、常時の連絡体制を確保し、障がい

の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行います。 

主な利用者／次のいずれかに該当する人 

① 居宅において単身であるために緊急時の支援が見込めない人 

② 居宅において家族が同居している障がいのある人であっても当該家族が

障がいや疾病等のため緊急時の支援が見込めない人 （障害者支援施設や

精神科病院等を退所・退院した人など、地域生活が不安定な人を含む） 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 1 0 0 1 1 1 

理解促進研修・啓発事業 

障がいのある人に対する理解を深めるために、研修会やイベントの開催、啓発冊子の配布

等、各種啓発活動を行います。 

主な対象者／すべての市民 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

自発的活動支援事業 

障がいのある人やその家族及び地域住民が自発的に行う活動を支援します。 

主な対象者／障がいのある人、その家族など 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

（7）地域生活支援事業 （必須事業） 
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相談支援事業 

障がいのある人や、その家族等からの相談に応じて必要な援助を行います。 

主な利用者／障がいのある人、その家族など 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

障害者相談支援事業 

（箇所） 
1 1 1 1 1 1 

相談支援機能強化事業 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用について必要となる経費のすべて、または一部について補助を行いま

す。 

主な利用者／身寄りのない知的障がいのある人又は精神障がいのある人で、自らの申し立

てが困難であり、本人の福祉を図るために後見等開始の審判請求が特に必要

であると認められた人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） － 0 １ １ １ １ 

成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、研修の実施、組織体制の構築、専門

職による支援体制の構築を行います。 

主な利用者／障がいのある人、その家族など 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 
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意思疎通支援事業 

窓口に、手話通訳者を設置し、相談を円滑に行うとともに、聴覚、言語機能、音声機能等の障

がいにより、意思疎通を図ることに支障がある人に対し、意思疎通支援者を派遣します。 

主な利用者／聴覚、言語機能、音声機能等の障がいにより、会話による意思疎通が困難な身

体障がいのある人やその家族 

〈手話通訳者・要約筆記者派遣事業〉 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 派遣件数(件/年） 237 182 172 1９7 1９7 1９7 

〈手話通訳者設置事業〉 利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 実設置者数(人） 1 1 1 1 1 1 

日常生活用具給付等事業 

重度の障がいのある人等に対し、日常生活用具を給付又は貸与します。 

主な利用者／障がいのある人や難病患者等であって、当該用具を必要と認められる人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

介護・訓練支援用具（件/年） 1 5 6 4 4 4 

自立生活支援用具（件/年） 15 14 14 14 14 14 

在宅療養等支援用具（件/年） 17 21 23 25 27 2９ 

情報・意思疎通支援用具（件/年） 6 8 11 8 8 8 

排泄管理支援用具（件/年） 808 805 813 813 813 813 

居宅生活動作補助用具（件/年） 2 2 3 3 3 3 

合計件数（件/年） 84９ 855 870 867 86９ 871 
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手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある人との交流活動の促進を図るため、手話奉仕員の養成研修を行います。 

主な対象者／すべての市民 

利用実績 見込量 

年度 
H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

修了者数（人/年） 

初級講座 22 － － 22 － 22 

中級講座 － ９ － － ９ － 

移動支援事業 

屋外での移動に困難がある障がいのある人が、外出及び余暇活動等の社会参加のための外

出をするとき、（ガイド）ヘルパーを派遣し移動の支援を行います。 

主な利用者／屋外での移動に困難がある障がいのある人（重度訪問介護、行動援護、同行援

護、重度障害者包括等支援の支給決定を受けていない人）

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人/年） 42 42 45 45 45 45 

 延べ利用時間数 

（時間/年度） 
1,201 ９21 802 802 802 802 

地域活動支援センター 

障がいのある人に、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等を行

う地域活動支援センターを運営します。 

主な利用者／障がいのある人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

箇所数 1 1 1 1 1 1 

延べ利用者数（人/年） 1,284 1,473 1,410 1,410 1,410 1,410 

平均利用者（人/月） 8 7 7 7 7 7 
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自動車運転免許取得・改造助成事業 

運転免許の取得又は自動車の駆動装置等の一部改造を行うことにより社会参加が見込まれ

る人に、免許取得費用又は改造に要する費用の一部を助成します。 

主な利用者／身体障がいのある人で、一定以上の等級の人 

〈自動車運転免許取得費助成事業〉 利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人/年） 1 1 1 1 1 1 

〈自動車改造費助成事業〉 利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人/年） 2 2 0 1 1 1 

訪問入浴サービス事業 

看護師及びヘルパーが乗車した入浴車が、対象者の世帯を訪問し、入浴介護サービスを行い

ます。 

主な利用者／自宅での入浴介助や、デイサービスセンターでの入浴サービスを利用すること

が困難な重度身体障がいのある人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 4 2 2 2 2 2 

日中一時支援事業（デイサービス） 

障害者支援施設等において障がいのある人の日中における活動の場を確保し、障がいのあ

る人の家族の就労支援及び障がいのある人等を日常的に介護している家族の介護負担の

軽減を図ります。 

主な利用者／市内に居住する在宅の障がいのある人で、日中において監護する者がいない

ため、一時的に見守り等の支援が必要な人 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 20 20 25 25 25 25 

（8）地域生活支援事業 （任意事業） 
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5．障害福祉サービス等の見込量の確保に向けて 

障害福祉の各種サービスなど、必要な人が利用できるよう見込量の把握に努めるととも

に、相談支援に係るニーズの把握に努めます。 

また、障がい者地域自立支援協議会などのネットワーク機能を活用し、これら障害福祉サ

ービス等の利用実績や障がい福祉制度などに関する情報提供を行い、事業者や関係機関

等へフィードバックすることで、事業所開設や新規参入の促進に努めます。 

地域生活支援事業については、必要な事業を継続して実施するとともに、地域の障がい

のある人の実情に合わせた事業実施に努めます。 
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第5章 第２期恵庭市障がい児福祉計画 

障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20規定に基づき、国が示す基本指針に沿

い、「第２期恵庭市障がい児福祉計画」を策定します。 

第７期恵庭市障がい者福祉計画の理念を実現するために、障害福祉サービス、障害児通所支援、

相談支援及び地域生活支援事業に関して、どのように実施していくかを明らかにして、障がい児支

援サービス等の各年度における見込量やサービス提供体制の確保方策等を示します。

障がいのある児童に対する支援サービスは、障害者総合支援法及び児童福祉法に定める障がい

福祉サービスを表します。これらのサービスは発達が心配な児童や障がいのある児童の療育や生

活を支援することを目的に、利用者に対して個別に必要な給付を行う「自立支援給付」と児童福祉

法に基づく「障害児通所給付」、市町村の創意工夫により実施する「地域生活支援事業」から構成さ

れています。 

第５章 第２期恵庭市障がい児福祉計画 

１．はじめに 

２．障がい児支援サービス体系 

67



第5章 第２期恵庭市障がい児福祉計画 

■障がい児支援サービス体系■ 

１．相談支援 

障害児相談支援

５．自立支援医療 

育成医療 

精神通院医療

２．障害児通所支援（児童福祉法） 

児童発達支援 

医療型児童発達支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 

居宅訪問型児童発達支援

６．補装具

３．訪問系サービス 

居宅介護(ホームヘルプ) 

重度訪問介護 

行動援護

４．日中活動系サービス 

短期入所（ショートスティ）

７．地域生活支援事業 

相談支援事業 

移動支援事業 

訪問入浴サービス事業 

日中一時支援事業 

日常生活用具給付等事業

８．医療的ケア児の支援 

教育施設等巡回看護師派遣事業 

コーディネーターの配置

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
な
ど
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発達が心配な児童や障がいのある児童が日常生活における基本動作の指導や、自活に必要な知識・

技能や集団生活の適応のための訓練を行います。児童発達支援と地域支援（保育所等訪問支援・障害

児相談支援）、市内事業者への指導・助言などを行います。

●国の基本指針等 

  基本指針では、令和 5 年度末までに少なくとも児童発達支援センターを 1 カ所以上設置するこ

とを目標としています。 

●恵庭市 

  北海道の方針を踏まえ、恵庭市子ども発達支援センターを児童発達支援センターと同等の機能

を有する施設として、北海道より児童福祉法の児童発達支援に加え障害児相談支援等の指定を受

けるとともに、人材育成や住民啓発等の地域支援を行う地域の中核施設として位置づけられる「市

町村中核子ども発達支援センター」の認定を受け、平成 31年 4月より事業を開始しています。 

 本市としては、市町村中核子ども発達支援センターである恵庭市子ども発達支援センターにおい

て継続実施することとします。 

項  目 目  標 

児童発達支援センター 市町村中核子ども発達支援センター継続実施(実施1事業所) 

３．提供体制の整備 

（１）児童発達支援センター 
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児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を、

発達が心配な児童や障がい児本人とスタッフに行います。

●国の基本指針等 

  基本指針では、令和 5 年度末までに児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する等に

より全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制の整備を目標としています。 

●恵庭市 

     本市においては、市町村中核子ども発達支援センターである恵庭市子ども発達支援センターに

おいて、継続実施することとします。 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービスの通所支援サービスを行います。 

●国の基本指針等 

  基本指針では、令和 5 年度末までに主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所を少なくとも 1 カ所確保することを目標としています。 

●恵庭市 

  本市においては、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所 1 カ所にて継続して実

施します。 

項  目 目  標 

保育所等訪問支援 継続実施(実施1事業所) 

項  目 目  標 

重症心身障がい児の支援 継続実施(実施1事業所) 

（２）保育所等訪問支援 

（３）重症心身障がい児の支援 
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第5章 第２期恵庭市障がい児福祉計画 

●国の基本指針等 

  基本指針では、令和5年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設けると

ともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを目標としています。 

●恵庭市 

平成 30 年に医療的ケア児の協議の場として、恵庭市医療的ケア児支援協議会 通称「いーえむ

ネット」を設置しました。本市においては「いーえむネット」を継続して設置します。 

また、医療的ケア児に対する支援については、関係機関等と調整し、個々の発達段階に応じた支

援を提供するためにコーディネーターを配置します。 

項  目 目  標 

医療的ケア児支援の協議の場 継続して設置 

コーディネーターの配置 令和５年度末までに配置 

（４）医療的ケア児支援の協議体制づくり 
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第5章 第２期恵庭市障がい児福祉計画 

計画期間における障害福祉サービス等の利用実績を分析し、各年度における障害福祉サービス、

相談支援、地域生活支援事業等の事業区分ごとの必要な見込量を定めます。 

障害児相談支援

発達が心配な児童や障がいのある児童が障害児通所支援等を利用する時に、心身の状況や

環境、保護者の意向等を考慮し「障害児支援利用計画」を作成し、通所支援開始後は一定期

間ごとに利用計画が適切かモニタリングを行い見直し等の援助を実施します。 

主な利用者／障害児通所支援を利用するすべての児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 実利用者数(人) 23９ 275 2９0 31９ 352 388 

児童発達支援

通所施設において、児童への日常生活における基本的動作の指導や知識・技能、集団生活

への適応のための訓練等を行います。 

主な利用者／発達が心配な就学前の児童、障がいのある就学前の児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 106 12９ 134 151 16９ 1９0 

利用量（人日/月） 428 512 531 5９1 65９ 734 

４ 障がい児福祉サービス等の実施状況及び見込量 

（１）相談支援 

（２）障害児通所支援 
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第5章 第２期恵庭市障がい児福祉計画 

医療型児童発達支援

通所施設において児童への日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練及

び医療機関と連携した治療を行います。 

主な利用者／肢体や体幹機能の障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 0 0 0 1 2 2 

利用量（人日/月） 0 0 0 2 4 4 

放課後等デイサービス

通所施設において放課後又は夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練を行

い、社会との交流を図ることができるよう必要な支援を行います。 

主な利用者／就学している障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 130 146 156 171 187 205 

利用量（人日/月） 1,327 1,436 1,512 1,614 1,723 1,83９ 

保育所等訪問支援

発達が心配な児童や障がいのある児童が日常通っている保育所等を専門職員が訪問し、集

団生活への適応のための専門的な支援やスタッフへの助言などを行います。 

主な利用者／集団生活を行う施設（保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校など）に通う発達

が心配な児童、障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 3 6 10 10 10 11 

利用量（人日/月） 3 4 6 6 6 8 
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居宅訪問型児童発達支援

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を

実施します。

主な利用者／重症心身障がい児など重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害児

通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童 

実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

利用者数（人） - - 1 1 1 1 

利用量（人日/月） - - 2 2 2 2 

居宅介護（ホームヘルプ）

居宅で、入浴、排せつ、食事の介護や調理、掃除等の家事援助、並びに生活等に関する相談

及び助言を行います。 

主な利用者／障害支援区分が「区分１」以上に相当する障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数（人） 7 6 6 6 5 5 

 利用時間数（時間/月） 58 46 41 41 38 38 

（３）訪問系サービス 
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重度訪問介護

重度の肢体不自由児、又は重度の知的・精神障がいにより常に介護を必要とする児童に対

し、居宅で身体介護や生活援助、及び移動中の介護を総合的に行います。 

主な利用者／障害支援区分が「区分４」以上に相当し、下記のいずれかに該当する障がいの

ある児童 

① 二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移

乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている児童 

② 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点

以上である児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数(人/月) 2 0 1 1 1 1 

 利用時間数（時間/月） 33 0 14 14 14 14 

行動援護

行動上の困難があり常時介護が必要な場合に、危険を回避するための必要な援護、外出介

護を行います。 

主な利用者／障害支援区分が「区分３」以上に相当する知的障がい又は精神障がいのある児

童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

 利用者数（人） 0 0 0 0 0 1 

 利用時間数（時間/月） 0 0 0 0 0 12 
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短期入所（ショートステイ）

家族などの介護者の理由（疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等）により、施

設に短期間、入所することができます。 

主な利用者／在宅で障害児短期入所「区分１」以上に相当する障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R１ R2見込 R3 R4 R5 

利用者数(人/月) 13 17 15 18 20 24 

利用量（人日/月） 37 31 24 30 32 36 

自立支援医療

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度です。 

主な利用者／障がいのある児童（原則として、障害支援区分が一定以上である人） 

区  分 対  象  者 

育成医療 
身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術

等の治療により確実に効果が期待できる人（18歳未満） 

精神通院医療 
精神保健福祉法第５条に規定する統合失調症などの精神疾患を

有する人で、通院による精神医療を継続的に要する人 

補装具 

障がい児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、

身体機能を補完・代替する用具費を支給します。 

主な利用者／補装具を必要とする障がいのある児童 

（４）日中活動系サービス 

（６）補装具  （見込量等は設定しません） 

（５）自立支援医療  （見込量等は設定しません） 
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訪問入浴サービス事業 

看護師及びヘルパーが乗車した入浴車が対象者の世帯を訪問し、入浴介護サービスを行い

ます。 

主な利用者／自宅での入浴介助や、デイサービスセンターでの入浴サービスを利用すること

が困難な重度身体障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 1 1 1 1 1 1 

移動支援事業 

屋外での移動に困難がある障がいのある児童が、外出及び余暇活動等の社会参加のための

外出をするとき、（ガイド）ヘルパーを派遣し移動の支援を行います。 

主な利用者／屋外での移動に困難がある障がいのある児童（身体障がい、知的障がい、精神

障がいがあり、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者包括等支援の

支給決定を受けていない児童） 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人/年） 10 ９ 7 7 7 7 

 延べ利用時間数 

（時間/年） 
９7９ ９87 ９7９ ９7９ ９7９ ９7９ 

（７）地域生活支援事業 
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日中一時支援事業 

障害者支援施設等において障がいのある児童の日中における活動の場を確保し、障がいの

ある児童の家族の就労支援及び障がいのある児童等を日常的に介護している家族の介護

負担の軽減を図ります。 

主な利用者／日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な、

市内に居住する在宅の障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 6 11 12 13 13 14 

日中一時支援事業（重度心身入浴型） 

日中一時支援事業として、特殊浴槽及び寝台車両等の設備を有する事業所により入浴サー

ビス等を提供し、家族の介護負担の軽減を図ります。 

主な利用者／自宅での入浴が困難な重度身体障がいのある児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 6 6 6 6 6 6 

日常生活具給付等事業（見込量等は第6期障がい福祉計画に含む） 

重度障がいのある児童に対し、日常生活用具を給付又は賃与します。 

主な利用者／原則として、在宅の身体障がいのある児童・知的障がいのある児童・難病患者

等であって、当該用具を必要と認められる児童 
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教育施設等巡回看護師派遣事業 

教育施設等(保育所、幼稚園、認定こども園、学童クラブ、小学校、中学校）において巡回する

看護師による医療的ケアを行います。 

主な利用者／教育施設等において医療的ケアが必要な児童 

利用実績 見込量 

年度 H30 R1 R2見込 R3 R4 R5 

実利用者数（人） 3 5 6 6 6 7 

コーディネーターの配置

医療的ケア児に対する支援について関係機関等と調整し、個々の発達段階に応じた支援を提

供するためにコーディネーターを配置します。 

主な利用者／医療的ケアが必要な児童 

見込量 

年度 R3 R4 R5 

コーディネーターの配置人数（人） 1 1 2 

（８）医療的ケア児の支援 
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障害福祉サービス及び障害児通所支援の各種サービスなど、必要な人が利用できるよう見込量

の把握に努めるとともに、相談支援に係るニーズの把握に努めます。 

また、障がい者地域自立支援協議会や医療的ケア児支援協議会などのネットワーク機能を活用し、

情報交換等を行うことで、各サービスの円滑な実施に努めます。 

地域生活支援事業については、必要な事業を継続して実施するとともに、地域の障がい児の実

情に合わせた事業実施に努めます。 

5． 障害福祉サービス等の見込量の確保に向けて 

80



 資料編 

○令和2年6月 12日   恵庭市障がい者地域自立支援協議会 第1回定例会（書面開催） 

○令和2年8月4日   令和 2年度 第 1回社会福祉審議会障害者福祉専門部会 

○令和2年8月7日   令和 2年度 第 1回社会福祉審議会 

○令和2年９月25日   恵庭市障がい者地域自立支援協議会 意見聴取① 

○令和2年 10月 2日   令和 2年度 第 2回社会福祉審議会障害者福祉専門部会 

○令和2年 10月 16日   恵庭市障がい者地域自立支援協議会 意見聴取② 

○令和2年 10月 26日   恵庭市障がい者地域自立支援協議会 第 2回定例会 

○令和2年 11月 13日   恵庭市保健福祉推進会議 

○令和2年 11月 17日   令和 2年度 第 3回社会福祉審議会障害者福祉専門部会 

○令和2年 12月 16日   パブリックコメント 

○令和3年2月  日   恵庭市障がい者地域自立支援協議会 第 3回定例会 

○令和3年2月 12日   令和 2年度 第 4回社会福祉審議会障害者福祉専門部会 

○令和3年3月  日   令和 2年度 第 2回社会福祉審議会 

資料編 

１．計画策定の経過 
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 資料編 

平成17年3月30日 

条例第８号 

改正 平成18年6月21日条例第20号 

平成25年6月13日条例第23号 

(設置) 

第１条 恵庭市における社会福祉の推進を図るため、恵庭市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を

設置する。 

(審議事項) 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。 

(１) 市が策定する社会福祉の計画に関すること。 

(２) 市が実施する社会福祉事業の推進に関すること。 

(３) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第１項各号に掲げる事務の処理に関す

ること。 

(４) その他市長が社会福祉推進のため、必要と認める事項に関すること。 

(組織) 

第３条 審議会は、委員13名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 知識及び経験を有する者 

(２) 関係機関又は団体の推薦する者 

(３) 公募で選考した者 

(４) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２．恵庭市社会福祉審議会条例 
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 資料編 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

(専門部会の設置等) 

第７条 審議会に、次の専門部会を置くことができる。 

(１) 高齢者福祉・介護保険専門部会 

(２) 障害者福祉専門部会 

(３) 児童福祉専門部会(子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法第77条第1項に規定する合議制

の機関をいう。)としての機能を有する。) 

(４) その他市長が必要と認める専門部会 

２ 専門部会の委員は、13名以内とする。 

３ 専門部会の委員は、会長が審議会の委員の中から指名する。 

４ 前項の規定にかかわらず、市長は、専門部会の審議のために必要と認める場合は、専門部会の委員

を委嘱することができる。 

５ 専門部会の委員の任期は、市長が定める期間とする。 

６ 専門部会に部会長及び副部会長を置く。 

７ 部会長及び副部会長は、第3項の規定により指名された委員の互選により定める。 

８ 専門部会は、審議会から付託された事項を審議し、部会長はその結果を会長に報告するものとす

る。 

９ その他専門部会の会議については、第5条及び前条の規定を準用する。 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(恵庭市次世代育成支援対策推進協議会条例等の廃止) 

２ 次の各号に掲げる条例は、廃止する。 
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 資料編 

(1) 恵庭市次世代育成支援対策推進協議会条例(平成16年条例第8号) 

(２) 恵庭市高齢化対策協議会条例(平成14年条例第17号) 

(３) 恵庭市障害者の住みよいまちづくり推進協議会条例(平成14年条例第15号) 

(恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

３ 恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第14号)の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成18年6月21日条例第20号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成25年6月13日条例第23号) 

この条例は、公布の日から施行する。

任期 令和元年5月27日から令和3年5月26日 

区 分 氏  名 所  属 
審議会 

委 員
備 考 

関
係
機
関
・団
体

1 津
つ

 田
だ

  久
ひさし

恵庭市社会福祉協議会 ○ 部会長 

2 下
しも

 原
はら

 干
たて

 城
き

恵庭市町内会連合会 ○ 

3 佐 山
さ や ま

 美
み

惠子
え こ

恵庭市地域女性連絡会 

4 薬 袋
み な い

 真
しん

 也
や

恵庭商工会議所 ○ 

5 髙
た か

橋
はし

 光 彦
み つ ひ こ 日本医療大学 

保健医療学部 リハビリテーション学科 

福
祉
関
係

6 寺
てら

 田
だ

 節
せつ

 子
こ

恵庭市民生委員児童委員連絡協議会 

7 武
たけ

 田
だ

 憲
のり

 明
あき

恵庭光風会 恵庭光と風の里 

障

害

者

団

体

8 泉
いずみ

 司
つかさ

恵庭身体障害者福祉協会 ○ 副部会長 

９ 髙
たか

 橋
はし

 友
とも

 春
はる

恵庭市手をつなぐ育成会 

10 高
たか

 橋
はし

 正
まさ

 俊
とし

恵庭市精神障害者家族会 かしわ会 

11 笹
ささ

 嶋
じま

 明
あけ

 美
み

恵庭発達障がいネットワーク すくらむ 

順不同・敬称略  

３．社会福祉審議会障害者福祉専門部会 委員名簿 
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 資料編 

恵庭市保健福祉推進会議を庁内策定委員会と位置づけ、担当課が作成した素案を審議し原案として

市長に報告します。計画原案作成に際しては、アンケート調査を実施して、障がいのある人の意見や要

望を反映させるとともに、恵庭市障がい者地域自立支援協議会での意見聴取やパブリックコメントを実

施して、広く市民意見を政策に反映します。また、原案は恵庭市社会福祉審議会（障害福祉専門部会）に

おいて審議を行い、専門的観点から議論を深めます。 

担当課 

社会福祉審議会 

障害者福祉専門部会 

市議会 

厚生消防常任委員会 
市 長 

市民アンケート調査 

パブリックコメント
保健福祉推進会議 

障がい者 

地域自立支援協議会 

４．計画の策定体制 
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表紙の絵／タイトル「○○」  ○○ ○○さん （○○） 

恵庭市 えにわ障がい福祉プラン 

令和３年３月 

恵庭市 保健福祉部 障がい福祉課 

〒061-14９8 北海道恵庭市京町１番地 

ＴＥＬ ： 0123-33-3131（内線 1331） 

ＦＡＸ ： 0123-33-3137


